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◆志木市意見公募手続制度  
 
 市では、市の政策形成過程における市民参加の機会を確保するとともに、
行政運営の公正の確保と透明性の向上を図り、市民との協働によるまちづ
くりを推進することを目的に意見公募手続条例を平成２０年４月１日に制
定しました。  
 
 「意見公募手続」とは、市の重要な施策等を定める場合に、施策の素
案、関係資料等を広く公表し、市民等から意見の提出を受け、いただいた
意見を考慮して施策等を定めるとともに、それら意見に対する市の考え方
を公表する一連の手続のことです。  
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○意見公募手続の概要  

 

◇意見を提出できる人  

 市内在住、在勤、在学者及び事業者、納税義務者、施策等に対する利  

害関係者を対象とします。  

 

◇対象となる施策等  

 (1) ア  市の基本的な制度を定める条例の制定・改定  

      「市政運営基本条例」、「男女共同参画推進条例」など  

     イ  市民等に義務を課したり、市民等の権利を制限する条例の制

定・改廃（ただし、金銭徴収に関する部分は除きます。）  

      「路上喫煙防止条例」、「ポイ捨て防止に関する条例」など  

 (2) 基本構想その他市の基本政策を定める計画の策定・改廃  

      「総合振興計画基本構想」、「環境基本計画」など  

 (3) 市民生活や事業活動に重大な影響を与える制度の制定・改廃  

       「開発指導要綱」、行政指導の指針の制定など  

 (4) 市の基本的な方向性を定める憲章・宣言の制定・改廃  

       「市民憲章」、「子ども憲章」など  

 (5) 公の施設の設置計画の策定・廃止・用途変更  

学校、公民館、図書館、保育園、公園などを設置する場合や廃止    

又は用途変更を行う場合  

  (6) その他実施機関が必要と認めたもの  

 

※  ただし、緊急を要するもの、軽微なもの、市に裁量の余地がないも     

の、法令により意見公募の手続を実施するもの等は除外します。  

 

◇施策案などの公表方法  

広報、市ホームページ及び公共施設等で施策等の素案や関係資料を公  

表します。  

 

◇意見の提出方法  

書面により、募集期間内（原則３０日）に、指定された場所又は郵

便、ファクシミリ、電子メール等で提出してください。  

 

◇提出した意見の取扱い  

全ての意見を考慮して、施策等を決定します。その後、意見の概要と

意見に対する市の考え方や修正内容を市ホームページなどで公表しま

す。  

また、年１回、各実施機関の実施状況を取りまとめ、公表するととも

に実施状況を検討し、改善等を行います。  
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 志木市意見公募手続条例（平成２０年志木市条例第２号）第９条の規定

に基づき公表するものです。  

 

平 成 ２ ８ 年 度 意 見 公 募 を 実 施 し た 案 件 

案  件  名  募集期間  提出意見数  担当課  

福祉センター機能移転及び総

合福祉センター内の再配置に

関する基本方針の案  

平成 28 年  

5 月 02 日（月）  

～ 5 月 31 日（火）  

26 件 (15 人 ) 政策推進課  

志木市新庁舎建設基本計画の

素案  

平成 28 年  

9 月 01 日（木）  

～ 9 月 30 日（金）  

3 件 (3 人 ) 
新庁舎建設  

推進室  

館保育園の方向性を定める基

本方針の素案  

平成 28 年  

9 月 01 日（木）  

～ 9 月 30 日（金）  

83 件 (48 人 ) 子ども家庭課  

志木市水道ビジョンの素案  

平成 29 年  

2 月 01 日（水）  

～ 3 月 02 日（木）  

意見なし  
上下水道   

総務課  

都市機能誘導区域に係る志木

市立地適正化計画の素案  

平成 29 年  

2 月 21 日（火）  

～ 3 月 22 日（水）  

意見なし  都市計画課  
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 福祉センター機能移転及び総合福祉センター内の再配置に関する基本

方針の案  

 

１  意見公募期間  

  平成２８年５月２日（月）～５月３１日（火）  

 

２  条例制定の考え方の公表場所  

  市ホームページ、担当課（政策推進課）、柳瀬川駅前出張所、  

志木駅前出張所、いろは遊学館、柳瀬川図書館、いろは遊学館図書館、  

宗岡公民館、宗岡第二公民館  

 

 

３  意見公募状況  

人   数  
意  見  件  数  

個  人  団  体  

１５人  ０人  ２６件  

 

区         分  

◎  意見を反映し、修正・加除（一部を含む）を行ったもの  

○  原案のとおりとするもの  

△  その他（素案に直接関連のない内容等）  

 

  公  募  意  見  概  要  公募意見に対する市の考え方  区分  

１  
全

般  

福祉センター機能移転と総合福

祉センター内の再配置を基本に考

えるのは問題があります。  

福祉センターは主に高齢者を対

象とした福祉の施策である為、老

朽化したなら他に建築するのが福

祉を進める為の基本です。  

総合福祉センターに移転すれば

スペース的に他にしわ寄せがくる

のが当然です（基本の考え方が間

違っている）。  

 本市では、今後、人口減少や

少子高齢化に伴う、公共施設等

の利用需要の変化やこれまでに

整備してきた公共施設等の老朽

化に伴う維持補修経費の増大が

予想されており、このまま、現

在の公共施設を全て維持してい

くことは不可能な状況であるこ

とから、長期的視点をもって公

共施設等の更新・統廃合・長寿

命化などを計画的に行う必要が

あります。  

 このことから、財政負担を軽

減・平準化するとともに、公共

施設等の最適な配置を実現する

ため、全公共施設の総量（延床

面積）を今後 30 年間で２割削

減する「志木市公共施設等マネ  

○  
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２   

総合福祉センターに出向いた時

に、図書館に寄りそこで本を読む

のを楽しみにして過ごしてきた。

大人の図書室が無くなるという事

で驚いています。  

福祉センターの老朽化であるな

ら別に建て増しする等他に考えて

ほしい。同じ施設内に移転すれば

無理が生じます。豊かな老後を過

ごすとか生涯学習とかいうなら、

運動し体を鍛え健康年齢を高める

のも必要。文字を通して脳の活性

化も必要。様々なニーズをきちん

と捉えて、かたよりのない計画を

希望します。  

ジメント戦略」に基づき計画的

に推進しているところであり、

福祉センターについても、総合

福祉センターへ機能移転を図る

ものであります。  

 

３  

貸

館

に

つ

い

て  

会議室が少なくなるのが心配で

す。敷地が広いので、増築できる

と良いと思います。  

機能移転に伴う、総合福祉セ

ンター再配置後の会議室やホー

ルなどの面積については、実施

設計を行っていないことから具

体的にお示しすることができま

せん。施設の利用状況や利用者

の皆様、利用団体の皆様からい

ただいたご意見なども考慮し、

利便性の高い施設になるよう整

備してまいります。  

○  

４  

大きなホールは、小ホールにも

なるよう分割するなどして利用を

増やすと増収になると思います。

他の大きい部屋も同様に考えるの

も良いのではないでしょうか。  

５  

会議室の部屋数が少なくなって

しまうのが市民が利用できること

が大変になるのではないか。その

改善策はどうなのか。  

６  

総合福祉センターの会議室は何

部屋になるのか。  
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７  

図

書

室

に

つ

い

て  

図書館機能が、児童図書室だけ

になってしまうのは残念。福祉セ

ン タ ー 機 能 の 中 に 図 書 （ 大 人 向  

一般図書）室機能も加えてはどう

か。  

 図書室については、総合福祉

セ ン タ ー の 躯 体 強 度 の 関 係 か

ら、他の場所へ移設することが

できないため、宗岡第二公民館

の図書室を、児童センター児童

図書室に変更する予定で進めて

きました。しかしながら、当該

意見公募に加えて、総合福祉セ

ンターの利用者及び関係団体の

皆様より「現在の図書室機能を

維 持 し て ほ し い 」 あ る い は 、

「一般図書の貸出を継続してほ

しい」など、図書室の継続につ

いてご意見を多数いただいたと

ころであり、皆様のご意見を尊

重し、一般図書の貸出を含め、

図書室としての機能を維持して

い く 方 向 で 調 整 を 進 め て い ま

す。  

 なお、３階フロアーは、児童

センターをはじめ、子育て支援

センターなど、幼児から小学生

まで多くの子どもたちが利用す

る機能を集約することから、絵

本 や 児 童 図 書 を 充 実 さ せ る な

ど、他の図書館、図書室にない

特色を持たせた上で、機能の充

実を図ります。  

◎  

８  
一般図書の貸出返却窓口はどこ

へ。  

９  

３ 階 図 書 室 が 用 途 変 更 と あ る

が、いつも利用しているのでとて

も気になる。同様な方も多いので

はないかと思う。  

10 

宗 岡 地 区 は 図 書 は 少 な す ぎ ま

す。  

総合福祉センター図書室は存続

してください。  

11 

志木市は、近隣の朝霞、新座、

富士見、和光各市と比べ、公共施

設 （ 特 に 文 化 施 設 ） は 貧 弱 で す

ね。市内においても本町や館地域

と比べ格差が歴然としています。  

 そのような中老人福祉センタ

ーを充実することは大変良いと思

いますが、それに伴い図書室の一

般用を廃止するとは納得できませ

ん。宗岡地域は、図書室しかない

ので新座市の「ほっとぷらざ」や

朝霞市の朝霞台駅「北分館」をよ

く利用させていただいています。

図書室を何とか工夫して充実させ

て欲しい。  

12 

宗岡第二公民館の図書室の一般

図書が他所へ移動するという考え

があるようですが、ぜひ見直して

いただきたいと思います。  

志木には図書館が２つ、宗岡に

は図書室が２つ、図書室には蔵書

数 が 少 な く 、 施 設 ・ 設 備 が 不 十

分、あまりにも地域に差がありま

す。  

広報「しき」 2015 年 11 月号には、  
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志木市は読書欲、学習欲の高いま

ち と 書 か れ て い ま す 。 そ れ な ら

ば、多くの人が利用しやすいよう

に図書室を充実させるべきではな

いでしょうか。一般図書を他所へ

移動となると、車も、自転車もな

い人は遠くまで行って、利用する

となると大変なことです。一般図

書の他所への移動は、ぜひ、やめ

ていただきたいと思います。  

 

 

13 

私は図書館をずっと利用してい

ます。生涯学習の一環として図書

館はかかせません。図書館は増強

こそすれ、無くすなんてとんでも

ありません。私の税金は国の基本

である教育施策、特に図書館の充

実に使用してください。これでは

税金を払いたくありません（図書

利用者として）。  

14 

学校では子ども達に読書をすす

めています。私のような老人にも

読書は必要です。税金は平等に使

ってほしいです。  

15 
総合福祉センターの図書館は無

くさないでください。  

16 

宗岡の総合福祉センターの図書

館がなくなるそうですが、ぜひ継

続させてください。  

時間にゆとりがある大人ほど読

書に親しんでいると思います。利

用者が少ないからなのか分かりま

せんが、センターの図書館がなく

なることは、高齢者にとって遠く

まで借りに行かなくてはならなく

なり、危険が伴います。「どこの

町にも図書館を」文化的な施設は

なくさないでください。むしろ増

やす方向で心も豊かな志木市にし

てください。どの世代も本は必要

です。心の拠り所ですから。  
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17 浴

室

設

備

に

つ

い

て  

風呂はぜひ洗い場を広く配置を

実施をお願いいたします。  

 福祉センターの浴室設備は、

総合福祉センターの構造上、設

置が困難であることから、機能

移転に伴い廃止します。浴室設

備については、第二福祉センタ

ーのご利用をお願いします。  

 な お 、 シ ャ ワ ー 室 に つ い て

は、現在故障により使用できな

いシャワー室を整備するもので

あり、浴室設備の代替機能では

ありません。  

○  

18 

浴室はどれくらいの広さのシャ

ワー室にとって代られる。  

19 

配

置

に

つ

い

て  

和室は３階のままで、３階を公

民館機能のままが良いと思う。現

状の和室は、庭の景観もしつらえ

ており、植物、樹木の移動は実際

は困難であり、和室を改めて造っ

たり、壊す費用が無駄にかかるこ

とになる。  

児童センターを利用する児童は

現状の２階ならば歩いて階段を上

がることも期待できるが３階にな

ってしまえばエレベーターの利用

が大半を占めるだろうし、エレベ

ーターを利用するなら３階でも４

階でも大差はない。工事費用の面

でも節約できるような再配置計画

をお願いします。  

尚 、 和 室 を 定 期 利 用 し て い る

「宗岡第二公民館利用者の会」の

各サークルにもヒアリングの必要

性があると考える。  

 福祉センターについては、高

齢者が利用することを考慮し、

総合福祉センターの２階フロア

ーに移転する予定です。これに

伴い、現在、２階にある児童セ

ンター機能を３階に、宗岡第二

公民館機能を４階に、それぞれ

集約し、これまでの利用状況や

利用者の皆様からのご意見など

も考慮して、より使いやすい施

設となるよう配置してまいりま

す。  

 また、和室については、会議

室として利用していただけるほ

か、茶道も行うことができるよ

う整備してまいります。  

○  

20 

福祉センターは４階に移設した

場合、これまでの２階・３階はあ

まり改修がせずに最小限度で済む

のではないですか。  

防災面でお年寄りは下の階の方

がいいとの意見もあります。しか

し、日常の事を考えますとエレベ

ーターで直接昇り降りするのです

から２階も４階も変わらないので

は な い で す か 。 階 段 を 使 っ た 場
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合、児童センターから駆け降りて

くる子どもに接触するという事も

ありますので、やはりエレベータ

ー使用が良いですね。２階・３階

を現状に保つことで改修のコスト

も抑えられますし４階の調理室な

どを残すことでお年寄りは自分達

でご飯を作って食べる楽しみも増

すのではないですか。  

21 

機

能

に

つ

い

て  

私は６８歳になりますが（施設

を 利 用 で き る 年 に は な っ て い ま

す）お年寄りはお茶を飲んでカラ

オケしてお風呂にはいって・・・

の施設ではなかなか利用できない

ですね。やはり、お年寄りの集ま

りをもう少し建設的に考えていた

だきたいと思います。  

 福祉センターについては、高

齢者が生きがいを持って社会生

活を送ることができるよう、レ

クリエーション等を通じた社会

参加のきっかけづくりや介護予

防施策の充実などにより高齢者

福祉の増進が図れるよう運営し

ているところであります。  

△  

22 

設

備

に

つ

い

て  

現在の福祉センターについて窓

に網戸が無く、蚊などが入ってく

る。塗り絵教室に参加した際に３

か所も刺された。デング熱の感染

もあるので、総合福祉センターに

おいても害虫対策を考えてもらい

たい。  

 総合福祉センターにおける害

虫対策については、利用者の皆

様に不快感を与えないよう工夫

してまいります。  △  

23 

事

業

参

加

費

に

つ

い

て  

福祉センター主催の事業は、参

加費が大体無料だったが、今後は

どうなるのか。  

 福祉センター主催の事業等に

ついては、機能移転後も現在と

同様の内容で開催できるよう調

整してまいります。  

△  
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24 

工

事

期

間

中

の

対

応

に

つ

い

て  

実際の施工時にもサークル活動

は続けるので他館を利用するが、

今 迄 通 り の 利 用 状 況 に 出 来 る の

か。その様な折には公民館からも

説明してほしい。  

 改修工事に伴い、総合福祉セ

ンターは約１年間休館を予定し

ています。その間は、会議室等

の利用ができないため、宗岡公

民館やいろは遊学館など他の施

設の利用していただくようご協

力をお願いします。可能な限り

市民の皆様の活動に支障を来た

さないよう取り組んでまいりま

す。  

△  

25 

駐

車

場

に

つ

い

て  

駐車場は今迄通りの広さであっ

て欲しい。  

 再 配 置 後 の 駐 車 場 に つ い て

は、現状と同程度の広さが確保

できるよう調整を進めてまいり

ます。  △  

26  

市民意見を聞くというなら、少

なくとも簡単なコメントを付けた

両施設の現状と移設後のレイアウ

ト図面が欲しい。福祉センターが

総合福祉センターの２階に移る配

置図を見せられただけでは〝サー

ビスを低下させないように″移設

で き る の か ど う か 判 断 が で き な

い。そもそも各施設の移転後の機

能は現状に比べてどうか、両施設

の広さが比較できないので判定が

むずかしい。  

いずれにせよ、この程度の資料

で市民の意見を聞こうなど土台無

理な話である。  

 再配置後の図面については、

実施設計を行っていないことか

ら具体的にお示しすることがで

きません。皆様のご意見をでき

る限り考慮し、使いやすい施設

と な る よ う 整 備 し て ま い り ま

す。  

△  
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志木市新庁舎建設基本計画の素案について  

 

１  意見公募期間  

  平成２８年９月１日（木）～９月３０日（金）  

 

２  素案公表場所  

  市ホームページ、担当課（政策推進課）、柳瀬川駅前出張所、  

志木駅前出張所、いろは遊学館、柳瀬川図書館、いろは遊学館図書館、  

宗岡公民館、宗岡第二公民館  

 

３  意見公募状況  

人   数  
意  見  件  数  

個  人  団  体  

３人  ０人  ３件  

 

区         分  

◎  意見を反映し、修正・加除（一部を含む）を行ったもの  

○  原案のとおりとするもの  

△  その他（素案に直接関連のない内容等）  

 

  公  募  意  見  概  要  公募意見に対する市の考え方  区分  

１  
全

般  

現 市 庁 舎 敷 地 に 市 庁 舎 と 市 民 会

館 複 合 施 設 建 設 案 に は 以 下 の 理 由

で反対です。  

１ ． 莫 大 な 建 設 コ ス ト が か か り

ま す の で 、 市 の 財 政 を 圧 迫 し て 通

常 の 市 民 サ ー ビ ス 低 下 を 招 く 恐 れ

がある。  

２ ． 市 民 会 館 が 志 木 駅 か ら の ア

ク セ ス が 悪 く な り 、 イ ベ ン ト 開 催

が制約されて利用頻度が下がる。  

よって、Ｆ案  市庁舎単独による

建 替 え （ ク リ ア ラ ン ス 方 式 ） に 賛

成します。  

 

以 下 １ ～ ４ を 考 慮 し ま す と 、 で

き る だ け 早 く 工 事 に 取 り か か る こ

と が 必 要 で す 。 更 に 基 本 計 画 ・ 実

施 計 画 課 程 で の 工 期 短 縮 を 要 望 し

ます。  

 

 新庁舎の 整備については、

平成２７年３月に、市民で構

成する「志木市庁舎及び市民

会館複合化施設建設基本計画

検討委員会」より、市庁舎及

び市民会館の複合化を前提と

する基本計画案の提出をいた

だいたところであります。  

 しかしながら、東日本大震

災による復興需要や２０２０

年に予定されている東京オリ

ンピック・パラリンピック開

催に伴う建設需要の増大など

により、建設工事にかかる費

用が高騰しているなど、市の

財政運営に支障をきたす可能

性もあったことから、「志木

市庁舎及び市民会館建設事業

○  
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１ ． 市 職 員 や 訪 れ る 市 民 の 生 命

を危険にさらせない。  

２ ． 耐 震 診 断 検 査 を 行 っ て 強 度

不 足 が 指 摘 さ れ て い ま し た よ う

に 、 私 も 市 議 会 を 傍 聴 に 行 っ た

際 、 事 務 棟 か ら 議 場 棟 へ の 廊 下 を

通 り ま し た ら 震 度 ６ 以 上 の 地 震 が

起 き た ら 非 常 に 危 険 だ と 痛 感 し ま

した。  

３ ． 岩 手 県 大 槌 町 の よ う に 津 波

で 町 職 員 の ３ 割 が 一 度 に 亡 く な っ

て 、 そ の 後 の 行 政 に 支 障 が 出 て 市

民 生 活 に 影 響 が で る よ う な 事 態 は

避ける必要がある。  

４ ． 地 震 の 専 門 家 に よ る と 近 い

将 来 南 海 ト ラ フ 地 震 も あ る と 言 わ

れ て い ま す し 、 今 年 の 熊 本 地 震 の

例 を と っ て 見 て も 全 く 予 知 さ れ て

い な か っ た と こ ろ で 大 地 震 が 起 こ

っている。  

 

昨 今 の 異 常 気 象 に よ り 各 地 で 過

去 に 経 験 し た こ と が な い 災 害 が 起

こ っ て い ま す 。 現 市 庁 舎 の 場 所 は

地 盤 も あ ま り 良 く な い よ う で す の

で 、 震 度 ７ の 地 震 、 過 去 起 こ っ た

最 大 の 洪 水 を 想 定 し て 建 替 え を 行

うことを要望します。  

手法等比較検討支援業務」を

実施し、財源確保策や事業縮

小などを含めた事業手法等の

詳細な比較検討の議論を重ね

た結果、市庁舎単独による建

替え（クリアランス方式）に

決定しました。  

 今後、設計段階における工

法や材料の選定などによる工

期の短縮や経費の削減につい

て検討してまいります。  

２  

市民利用、窓口機能について  

１ ． 現 行 の 「 順 番 整 理 券 」 の 場

所 及 び 器 具 の モ ニ タ ー 画 面 が 分 り

難 い の で 、 新 設 置 の 時 は 誰 も が 利

用 し や す い 場 所 、 見 や す い モ ニ タ

ーに変更等する必要がある。  

２ ． 窓 口 業 務 の 受 付 案 内 等 は 、

誰 も が す ぐ 分 る 電 光 板 に よ る 表 示

方 式 の 設 置 を す る 必 要 が あ る 。 老

人 や 聴 覚 障 害 者 は 、 窓 口 か ら 名 前

を 呼 ば れ て も 聞 き 取 れ ず 分 か ら な

いので。  

３ ． 相 談 窓 口 等 の ブ ー ス の 広 さ

 

 市民が多く訪れる、窓口機

能を持つ部署は、利用者が分

りやすく使いやすい低層階に

配置します。また利用頻度の

高い手続きは、一か所ででき

る、ワンストップ型の窓口を

目指すとともに、広々として

見通しが利く空間とします。  

 会議室・相談室及び市民協

働スペースの規模の算定 に当

たっては現市庁舎の各部署等

の執務室、議会関連スペース

○  
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は 、 障 が い 者 は 健 常 者 と ペ ア で 相

談 等 に 来 る 事 が 多 い と 思 わ れ る の

で 、 必 ず ２ 人 分 の 椅 子 の ス ペ ー ス

を確保しておく必要がある。  

４ ． 倉 庫 （ 書 庫 ） ８ １ ０ 平 方 米

を ８ ８ ０ に 増 加 す る 計 画 で あ る

が 、 昨 今 の 文 書 は 電 子 化 等 さ れ 、

紙 の 書 類 は 減 少 し て い る と 思 わ

れ 、 ま た 、 文 書 保 存 期 限 の 見 直 し

等 で 対 処 す れ ば 増 加 の 必 要 は な い

と思われる。  

 一 方 、 防 災 備 蓄 等 の ス ペ ー ス

の 計 上 が 見 当 た ら な か っ た が 、 も

し 、 未 計 上 で あ れ ば そ ち ら へ 転 用

を検討する必要がある。  

 

市民協働等について  

１ ． 町 田 庁 舎 の よ う な 「 情 報 コ

ー ナ ー 」 例 も い い が 、 都 市 鉱 山 と

呼 ば れ て い る 「 レ ア メ タ ル 」 （ 携

帯 電 話 、 カ メ ラ 等 ） の 回 収 ボ ッ ク

スの設置など如何。  

及 び 共 用 ス ペ ー ス を 再 調 整

し 、 「 オ フ ィ ス 環 境 調 査 業

務」（平成２６年度）のスペ

ース分析結果を元に調整事項

を現市庁舎の使用形態を踏ま

えて新たに設定しております

が、設計を進める段階でさら

なる利便性の高い庁舎の建設

を目指してまいります。  

３  

市庁舎の立地について  

１ ． 計 画 中 の 立 地 は 、 不 適 格

地、再検討を。  

理 由  志 木 市 新 庁 舎 建 設 基 本 計

画 の 策 定 時 と 台 風 ９ 号 （ 平 成 ２ ８

年 ８ 月 ２ ２ 日 ） の 体 験 後 で は 客 観

情勢が大きく変化している。  

① 異 常 気 象 に 基 づ く 想 定 外 の 降

雨量。  

②線状降水帯、５０㎜ /h で水害

が発生した。  

③６０㎜ /h、７０㎜ /h...での対

策がない現状は問題。  

 

２．問題点  

①現立地を変更しない場合  

周 知 の よ う に ２ 河 川 の 合 流 地 域

な の で 、 地 盤 は 悪 く 洪 積 層 に 達 す

る 迄 「 杭 」 を 大 量 に 打 ち 込 ま な く

 

 今回、ご提案いただきまし

た対策につきましては、現在

の庁舎の状況を鑑み、国・県

による買い上げ等は見込めな

いこと、加えて現在余剰とな

る小中学校が存在しないこと

から難しいものと考えており

ます。  

 その上で市庁舎建設を進め

る中で、大規模水害に対する

防災対策として、現駐車場面

を地下１階にすることや地階

には機械室などの浸水によっ

て、決定的ダメージを受ける

施設は設けない等の対策を、

設計段階で検討してまいりま

す。あわせて大規模災害時の

人命の安全確保と建物機能の

○  
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てはならない。そのコストは莫大。  

② 現 立 地 上 に 庁 舎 を 再 び 建 築 し

た場合  

大 濁 流 の 中 に 庁 舎 が 孤 立 し 職 員

の登下庁対策は。  

 

３．対策  

① 国 土 交 通 省 、 埼 玉 県 に 現 庁 舎

所有地の買い上げ運動をする。  

②上記資金で適地を購入する。  

③ 庁 舎 を 新 築 せ ず に 過 剰 小 中 学

校を転用する。  

保全も図ってまいります。  

 新庁舎の方向性として、こ

れまでに庁 内プロジェクトや

市民会議、検討委員会等にお

いて、様々な議論を重ねてま

いりました。その中で、先日

の熊本地震をはじめとする、

度重なる地震発生状況を勘案

し、いつ起こるとも限らない

大規模地震に対する備えは、

本市においても喫緊の課題で

あることから、本市の財源状

況も踏まえ、市庁舎整備の方

向性を市庁舎単独で現市庁舎

用地に建設することを決定い

たしました。  

 今後におきましても総合大

規模災害（マルチハザード）

を想定した防災対策を検討し

ながら庁舎建設を進めてまい

ります。  
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館保育園の方向性を定める基本方針（素案）意見公募の結果について  

 

 

１  意見公募期間  

  平成２８年９月１日（木）～９月３０日（金）  

 

２  素案公表場所  

  市ホームページ、担当課（政策推進課）、柳瀬川駅前出張所、  

志木駅前出張所、いろは遊学館、柳瀬川図書館、いろは遊学館図書館、  

宗岡公民館、宗岡第二公民館  

 

 

３  意見公募状況  

人   数  
意  見  件  数  

個  人  団  体  

４８人  ０人  ８３件  

 

区         分  

◎  意見を反映し、修正・加除（一部を含む）を行ったもの  

○  原案のとおりとするもの  

△  その他（素案に直接関連のない内容等）  

 

  

  公募意見概要  公募意見に対する市の考え方  区分  

1  

民

営

化

に

つ

い

て  

 

現 在 、 館 保 育 園 に お 世 話 に な っ て

い ま す 。 と て も 環 境 の よ い 保 育 園

（ 緑 が 多 い 、 公 園 が 多 い 、 川 、 住

人 、 駅 か ら 近 い 、 広い 園 庭 ） だ と 思

い ま す 。 市 内 の 保 育園 と 比 べ て も ト

ッ プ ク ラ ス の 園 で は な い で し ょ う

か 。 ９ 年 間 通 っ て ます が 、 先 生 の お

か げ で 大 き な ト ラ ブル も な く 子 ど も

達 は 素 直 に 元 気 に のび の び 育 っ て い

ま す 。 改 修 工 事 を する こ と で 予 算 は

と ら れ て し ま う か とは 思 い ま す が 、

こ の ま ま 素 敵 な 思 いの い っ ぱ い あ る

保 育 園 を 残 し て い って ほ し い で す 。

ニ ュ ー タ ウ ン の 高 齢化 を と め る た め

に も 、 館 保 育 園 は なく て は な ら な い

存 在 か と 思 い ま す 。安 心 し て 預 け ら

老朽化が進む館保育園は、現

在、平成 30 年度まで公立保育

園として継続することとしてい

ますが、平成 31 年度以降の館

保育園のあり方について、これ

まで市では、どのような方向性

が適切なのか、保育園の廃園を

含めて検討してきたところで

す。  

その結果、今日においては、

保育の需要が高まっているこ

と、また、やがて来る人口減少

社会を見据えて、若い世代が本

市に移り住むための環境整備が

必要なこと、さらには、今の子

どもたちが大人になった時、将

 

 

 

 

 

 

 

○  
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れ る 公 立 保 育 園 が 館に 必 要 で す 。 私

は ３ 人 の 息 子 が い ます 。 ３ 人 と も 館

保 育 園 で 素 敵 な ベ テラ ン の も と で 卒

園 さ せ て あ げ た い と心 か ら 思 っ て い

ま す 。 ど う か 、 よ ろし く お 願 い し ま

す。  

来の世代に負担を残すことがな

いよう市全体としての公共施設

の適正配置や、今後の維持補修

に係る財政負担等を総合的に判

断した結果、館保育園は廃園で

はなく「民営化による保育事業

継続」との方針の素案をまとめ

たところです。  

今回の意見公募においていた

だいたご意見の多くは、「館保

育園を公立保育園として残して

ほしい」とのご意見でありまし

たが、今後、市単独の負担で増

加する保育需要に対応すること

は難しく、国や県から多くの補

助金が交付される民間保育園を

運営していくことによって、待

機児童を一人でも多く解消する

ことはもとより、将来の世代に

負担を残さずに、安心して保育

を受けられる環境を整備するこ

とは、市の大きな責務と考えて

います。  

市ではこれまでにも、民間保

育園の整備に努めてきたところ

であり、この結果、現在、市内

保育園全体の定員のうち、約３

分の２が民間保育園で運営さ

れ、必要な保育の水準を確保し

つつ、各園それぞれに特色のあ

る保育事業を展開しながら、本

市の保育行政の大きな役割を担

っていただいている状況です。  

さらに、館保育園の位置する

館地区は、市内で最も高齢化が

進んでおり、新しい子育て世代

の皆さんに移り住んでもらうた

めにも、廃園ではなく館地域で

の保育事業をしっかりと継続し

ながら、今後は世代間交流の拠

点としても位置づけられるよう

 

2  

志木市の公立保育園「館」「いろ

は」「北美」「西原」の維持、さらに

これら保育園は、市内の私立保育園

を含めた保育行政の、総合的発展の

中核を為す存在として必要であると

考え、公立（志木市立）保育園の民

営化には反対の立場で書きます。  

1 .  志木市の公立保育園に対する総合

的な展望が、説明不足のまま、館

保育園の方向性を云々で、民営化

により保育事業の継続とされても

納得出来ません。  

意見公募閲覧用資料の「 2. 充実

した保育環境の活用」に書かれてい

るような恵まれて保育環境を持つ館

保育園は、環境面において確かに市

立、民営での違いは少ないでしょう。 

しかし、これを「生かし民間のノ

ウハウを活用し」以下はいただけま

せん。多世代交流 - - -、高齢化が進む

館地区への子育て世代の流入促進 - - -

なる文章は、特色ある民間の保育園

の設置ではなく、志木市としての保

育行政の今後を占う真価を問われる

問題で、館地区の二つの小学校（２

小、 4 小 ）の存続、統 廃合を含めて 、

総合的な地域の活性化には、市立保

育園での展開こそ、行政の手腕が発

揮できるでしょう。市の保育のあり

方の視点として「保育事業の継続は

必須」としながら、公共施設のマネ

ジメント戦略に組み込まれての、館

保育園閉鎖なる短絡性も疑問です。  

民営化による期待できる効果が、

挙げられていますが、民営化による
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負の面が説明されていません。一方

的です。民営による保育所運営の安

定性の問題、例えば志木市でも例が

あった、業績悪化による突然の閉鎖

など、事業の継続性が危惧されます。 

また、保育所職員の勤務状態と継

続性、現場経験の蓄積、専門性の向

上なども、民営が有利とは言えませ

ん。  

館保育園は、私が志木ニュータウ

ン入居以来３３年間存在し、環境、

利便性、信頼性など住民から評価さ

れてきました。子供、孫までお世話

になった住民もおります。この館保

育園の民営化に反対し、「館保育園

の方向性を定める基本方針（素案）」

に対する意見とさせていただきます。 

な、さまざまなノウハウを取り

入れた保育園が必要と考えてい

るところです。  

引き続き、保育事業を適切に

進めるとともに、人口減少や長

寿社会を見据えた持続可能な志

木市という視点も大切にしつ

つ、今後の方針を決定してまい

ります。  

なお、保育士の処遇について

も、国からの補助制度等を基に

賃金改善や他の産業との賃金格

差を是正していく政策などを通

じ、処遇改善に対応しておりま

す。  

3  

館保育園の民営化に反対です。館

保育園には若い保育士からベテラン

の保育士まで本当に素敵な先生がた

くさんおり、子供の安全、健やかな

成長を第一に考えてくれ、親として

安心して預けることができます。こ

れは市の財産ではないでしょうか。

是非守ってほしいです。民間保育園

には若い保育士が多いように思いま

す。保育士の入れ替わりが多いとも

聞きます。また多種多様なサービス

を提供して一見良いようにも思いま

すが、前述のことから保育の質に疑

問に感じます。館保育園が公立保育

園として今まで培ったノウハウ＝財

産を是非今後も継承してほしいです。

志木市は ｢夢をはぐくむ教育環境を

充実するための事業 ｣を実施してい

ますよね。その前段階として公立保

育園にも力を入れてほしいです。  

民営化によるメリットは国からの

補助金が得られることで、市側のメ

リットだけで、市民にとってのメリ

ットは感じられません。  
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4 

娘が館保育園出身で、園長先生は

じめ、多くの保育士の方々に大変お

世話になりました。その娘も一児の

母となりましたが、今でも館保育園

時代の友達とは行き来もあるようで

す。我々親たちも館保育園卒園の子

ども達の父親でおやじの会を作り、

集まることも度々です。３０年とい

う年月を経ても皆がこれだけ館保育

園に愛着を覚えるのはなぜだろう

か。それは館保育園という存在がそ

れだけ大きな包容力を持っていたか

らだと思います。そのことを突き詰

めていくと、その背景には設置者と

しての志木市がいたからです。今回

経費削減だけを理由に志木市が館保

育園民営化の方向を出したことにつ

いてとても残念でならない。基本方

針では民間のノウハウの活用といっ

ているが、はっきり言ってそのよう

な得体のしれないものより志木市と

館保育園がこれまで３０年以上蓄積

してきたノウハウの方を我々は信頼

しているし、頼るものはそれだけで

はないのか。次代を背負っていく子

ども達のことを思うと、どうしても

民営化には賛同できません。  

5  

公立保育園の民営化に反対です。

公立保育園には勤続２０年以上のベ

テランの先生が多数いて、若手の先

生への指導も十分なされていて、子

どもを預ける親としてとても心強い

です。子育てに悩んだ時も、子育て

経験もあるベテランの先生からの助

言は子育てと仕事との両立をがんば

ろうと思える活力にもなりました。

民間園は人件費削減のため、若手保

育士ばかりです。園長という代表者

は名ばかりで、保育の細やかなこと

まで把握してない現状があります。

建物の綺麗さだけを求めているので
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はなく、私達保護者は保育の質＝子

どもの心身の安全を強く求めます。

熟練された保育士の多い公立保育園

でしか、出来ないことだと思いま

す。市はお金がないと簡単に諦め

ず、市の職員（公立保育園の先生）

に誇りを持って、公立保育園として、

存続してくださる事を強く願います。 

6  民営化に反対です。  

7  

できれば今までのように地域に開

かれた市立の保育園であってほしか

った。  

保育園の施設も大切ですが、保育

士さんの人柄やモチベーションはと

ても大切。保育士さん不足が問題に

なっていますが、環境を活かした働

きがいのある園であってほしいです。 

館保育園が公立で、最新の情勢に

あった魅力的な園になれば、市の誇

り、財産となり、若い人たちが保育

園を目指して志木市に居住され、活

気が出て、また市に還元されること

になるのではないでしょうか。  

志木市にとって、大切な財産、宝

物である幼い子どもたち、本当に民

間丸投げでいいのでしょうか。館保

育園は広い庭、日当たりがよく、幼

稚園、学校、図書館、地域住民活動、

木々に囲まれた公園等素晴らしい環

境にあります。この素晴らしい環境

や人を大切に育てるという崇高な仕

事を、市、子ども家庭課の方々が手

放すのは、本当にもったいない事だ

と思います。行政からの温かいこど

も支援、保護者支援ができるのでし

ょうか。  

民間も公立も保護者負担金は同じ

くらいになっていますが、民間の方

が高くなるというこということはな

いのでしょうか。（預け方や保護者

の収入にもよると思いますが）  
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8 

保育事業は基本的に、自治体が財

政的にも質的にも責任をもって進め

るべきである。民営化は基本方針に

書かれているようにはならず、必ず

保育の質の低下がもたらされていき

ます。つまり丸投げは自治体の責任

放棄であると思う。そしてさらに公

共施設は財政負担が大きくなるのは

正常なことであり、その負担を単純

に軽減するときには、サービスの低

下は目に見えている。民営化にして

も低下は必然である。  

9  

民営化は反対だ。行政の責任放棄

である。民営化された保育園で働く

保育士さんたちに話を聞いたが給料

は安く、長時間で、休暇もとりづら

く、体調を壊しても休めない（休む

と給料にひびく）など良い話は聞け

なった。志木でも民営化されれば保

育士さんの待遇が良くなるとは思え

ない。そんな市に良い人材が集まる

とは思えない。今でも不足している

人員をどう確保できるのか。働く人

が安心して働ける公立園でのびのび

と保育に携わってもらうことが、将

来を担う子ども達のためには良い。

子ども達をしっかり育てることが将

来の志木の発展につながる。絶対反

対。  

10  

民営化すると保育士の雇用条件が

不安定になり、そのため保育の質が

低下するおそれが大きいと思います。

したがって民営化には反対です。  

11  

保育園は本来、行政の責任でやる

べき。したがって公設公営でやって

ほしい。保育士の身分を保障し、保

育内容に責任をもってほしい。  

12  

館保育園の民営化に反対します。

公立保育園と民間保育園の差は大変

大きいです。賃金の差、待遇の差は

明らかです。健やかな子どもの成長
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や安心安全な保育環境は子どもの成

長に大変重要です。公立保育園が責

任をもって運営して下さい。  

13  

民間で働く立場にある自身の経験

からも、民営化による色々な事業に

成功例が多くあることは判ります。

しかし、これが子どもたちの未来を

担う、また、親の働く権利を守る保

育事業となると、不安が増してきま

す。特に各地で起きている保育事業

の民営化に伴うインターネットでの

意見を見ると、経験豊かな保育士さ

んに支えられる保育事業、とりわけ、

館保育園については、これに対し信

頼感があるだけに民営化により、そ

の経験が継承されないことに大きな

戸惑いを感じます。行政として住民

に責任をもって保育事業を語るため

にも、孫が気にいって通う館保育園

の保育士さんを継続して雇用頂ける

ようお願いします。  

14  

保育園の民営化は反対です。行政

の責任でやるべき。保育士さんの待

遇を良くし、良い人材を集めるべき。

質の低下を招くことは目に見えてい

る。  

15  

１歳児の孫は広い園庭、ベテラン

保母さんのお世話でのびのびと過ご

させて頂いている様で安心しており

ます。このままの状態で存続してく

ださる事を希望します。「民営化」

はやはり利益追求の側面があり、人

間の命、成長に保育は不安材料が多

いと思います。保育の質を低下させ

ない為にも公立で存続を希望します。

よろしくお願い致します。  

16  

公立保育は公的なもの、職員人材

においても恵まれた環境にあります。

また、延長保育や障がい児保育の受

け入れなど保育ニーズにも対応して

います。そのような環境の中で子ど
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もの保育を願うのは、当然です。財

政は子どもには関係ないことです。

子どもが安心して過ごしてきた保育

園、先生方、お友達です。その子ど

もの最善の利益を考えていただきた

いと思います。保育園ならどれでも

良い、ではありません。税金をきち

んと納めているのですから、しっか

り還元してください。また、市の対

応は大変遅いです。平成２５年から

伝えてきていることです。保護者や

子供は待ったなしの状況です。ご理

解頂きたいと思います。  

17  

1 番願う事は、公立としての館保

育園をこのまま残してほしいという

ことだ。市が財政難なのはわかるが、

地域住民としてまた子育て中の親と

して、やはり今、既にある館保育園

を民営化してしまうのは残念でなら

ない。  

18  

館保育園が存続することになった

のは大変よかったと思っています。  

私がニュータウンに住むようになっ

て 38 年になります。子育ては終わ

りましたが、この春、娘夫婦がこの

ニューウタウンに引越してきて、１

歳になる孫を保育園へ入れようとし

て、とまどいました。館保育園の存

続方針が曖昧なため応募を躊躇し、

仕方なくペアモール内の民間保育園

に入れざるを得ませんでした。問題

は屋外テラスや園庭がないことです。

その意味でも存続が決まったのは大

歓迎です。  

しかし、存続の条件として民間業

者による運営とされていることは問

題です。  

志木市に越してくるかどうか、子

育て世代は、市の保育に対する方

針・考え方、姿勢を見ています。今

年の春、週刊誌『 AERA』が、関東
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一円の行政自治体を保育環境面から

評価ランク付けしたことがありまし

た。当市はＡ，Ｂランクに遠く、低

い方のグループにランクづけされて

いて残念でなりませんでした。  

保育は教育同様、先行投資的な面

があります。当面のコスト面からの

みで判断するのは禍根を残しかねま

せん。志木市は子育て環境の向上に

力を入れていると評価されるように

努力いただきたい。市立保育園数が

少ない市は、それだけで評価が落ち

ます。再考、再検討を望みます。  

19  

館保育園の民営化に反対の意見を

述べさせていただきます。過去に娘

が館保育園でお世話になりました。

その娘が 3 年前に子どもを出産し、

館保育園にと願っていたところ閉園

の動きがあるというので止むなく近

くの民間保育園に変えました。  

保育士さん、年齢の中、ベテラ

ン、中堅、若い方とバランスが良

い。先生方にとっても教え合いの場

所になっている。民間では若い方が

多く、優しく一生懸命ですが子ども

たちの成長の場である日々の生活、

園の行事（お誕生日、運動会）質の

面で大きな違いがあります。安定し

た雇用、賃金はやはり働く人の働き

方に差が出てきます。民間の保育士

さんの待遇が低い。民間ではサービ

ス面に力をいれすぎ、カラーの印

刷、華やかな装飾、先生方はいつ仕

事をしていらっしゃるのかな。子ど

もとの時間、保育の計画、研修に時

間を使ってほしい。何を大切にする

かで違う。  

待機児童の問題が心配される中、

公立を増やすのでしたらまだしも民

営化をするなんて市の方針は考えら

れません。子どもは宝です。以前、
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志木市が小学校の少人数学級をいち

早く実現したように子どもたちを大

切にする市政を折に求めます。館保

育園は環境に恵まれた地域の中の保

育園です。どうぞ教育・福祉にお金

をかける志木市であってください。  

20  

市立保育園の運営には特に人件費

において民間保育園より経費がかか

るのは推測されます。ご存じのとお

り志木ニュータウンは市内で突出し

て高齢化が進んでおり、志木ニュー

タウンの未来を考えた場合、次世代

（子育て世代）への世代交代をうま

く進めることが必須であります。子

育て世代を呼び込む上で、志木ニュ

ータウン内に市立保育園があるとい

うのは、おおきなアドバンテージに

なります。  

個人的には館保育園は市立保育園

として保育環境、保育水準の向上を

図って頂くことを要望します。民営

化が避けられない場合は、保護者、

議会、職員との協議はもとより、館

地区町内会や街づくり会議に早めに

情報公開して、進めるよう要望しま

す。  

21  

子どもたちは２人とも館保育園で

保育をしてもらいました。公的な保

育園なのでとても安心しました。私

立になれば、どうしても経営が優先

されて、保育の質が保障されません。

低賃金でベテランの保育士も少ない、

私立保育園への移行はとても心配で

す。館保育園を建て替えて、保育を

市として支えるべきだと思います。

そうして、魅力ある自治体にしてい

くことが、長期的には市の財産にな

っていくでしょう。  

22  

わたしの息子が通っていることも

あり、「館保育園の方向性を定める

基本方針」の素案に対する意見を述
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べさせていただきます。  

わたしの息子は、保育園が民営化

されたとしても、その頃には卒園を

しており、直接的な影響はないので

すが、志木市の将来的なことも見据

え、館保育園の民営化には反対いた

します。  

・保育士の質の低下への不安  

既存の私立保育園を調べて見ると、

ほとんど若い保育士で構成されてい

ることがわかりました。  

私立の保育園に子どもを通わせてい

るご家庭に聞いたところ、私立の保

育士は公立に比べると賃金が低く待

遇もよくないため、 2～ 3 か月といっ

た短期間で離職してしまい定着しな

いそうです。  

そのため、ベテランが育たず、経

験の浅い保育士だけでみることにな

るため、子どもに十分なケアをする

ことができず、事故が発生しやすく

なるという現実があります。  

また、同じ保育士が長く働いてく

れれば、子どもの特徴や体質、性格

を覚えて、個別に臨機応変に対応で

きるようになるため、保育園に安心

して子どもを預けることができるよ

うになります。短期間で離職してし

まうと、そういった信頼関係を結べ

ず、親子ともども不安と不信感が強

まってしまいます。  

・営利目的の運営への不安  

民間に委託するということは、営利

目的の団体が経営することになり、

コスト優先の運営となることで、  

(1)  実質的な保育料の負担が増す  

(2)  園の方針転換により混乱する  

という 2 点が危惧されます。  

(1)  実質的な保育料の負担が増す  

基本的な保育料は定められています

が、民間が運営すると様々なイベン
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トのたびに別途オプション料金が課

せられるケースが多くなるそうです。 

これは結果として保護者の負担が増

すことを意味します。  

また、オプション料金を払うことが

できる家庭だけが特別な待遇を得ら

れるということは、子どもにも不公

平感を与え、園での不和を招きかね

ません。  

・園の方針転換による混乱の発生  

営利目的ということは、コスト削減

に舵を切ることも考えられます。  

過度なコストカットを行えば保育の

質を低下させることにつながります。 

効率化重視の名目で、方針転換が頻

繁に起こる可能性も出てきます。  

そうなれば、現場の保育士も保護者

も混乱してしまいます。  

さらに、最悪の事態として、採算が

取れないことを理由に利用者の意思

を無視し廃園を急に決定されるリス

クもあります。  

・運営母体の経験、質への不安  

民営化になった場合、どの企業が運

営母体となるのかわかりません。  

質の低い保育を提供する企業や、ま

ったく経験のない新規参入の企業が

運営することになった場合、安全性

が極めて低くなる恐れがあります。  

保育園の数が少ない昨今では、それ

でも預けなければならない事情があ

る家庭にとっては、苦渋の選択とな

り、保育園に通わせることができた

からといっても、安心できない状況

が続くことになります。万が一、事

故に巻き込まれてしまったら悔やん

でも悔やみきれないことでしょう。  

市の財政がひっ迫しているため、

官から民への時流に乗る、という考

えは一定程度理解できる部分はあり

ます。しかし、安心・安全で質の高
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い保育を提供できるのは、待遇もよ

く経験を積んだベテラン保育士を配

置できる公立保育園である、と考え

ます。実際、今の館保育園は、ベテ

ランの保育士が支え、中堅の保育士

がメインとなって動き、若手の保育

士が学びながら頑張るという素敵な

連携ができていると思います。市の

財政を支えるのは、その地域に住む

住民であることをお考え下さい。も

し質の悪い保育しか提供できない保

育園ができてしまったら、そこに通

わせたいと考える家庭は減り、結果

として住民の流出を加速したり、働

くことをあきらめて夫婦のどちらか

が家庭に入る選択を余儀なくされた

り、住民の民度が低下したりして環

境の悪化につながります。それは税

収の減少を招き、ひいては市の財政

に悪影響を及ぼすという、負のスパ

イラルに陥ることを意味しているの

ではないでしょうか。確かに柳瀬川

駅周辺はお店も少なく高齢者が多く、

活気にあふれた地域とは言えません。

しかしこの地域に住んでいる方々は、

教養にあふれ上品で素敵な方が多く

いらっしゃいます。公園も多く民度

も高いため、子どもを安心して育て

られる環境であると思います。そう

したこの地域のよさを生かすととも

に、志木市の未来のことも見据え、

将来を担う素晴らしい人間形成がで

きる地域を増やすという意味でも、

館保育園は民営ではなく市営で存続

していただけないでしょうか。何卒、

よろしくお願いいたします。  

23  

館保育園に 1 歳児を通わせている

保護者です。前回の話し合いにも参

加させていただきました。  

館保育園の方向性を定める基本方

針 (素案 )を読んで意見をメールいた
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します。  

館保育園の良さは公立ならではの

ベテラン先生の手厚い保育、広い園

庭、発達の遅い子供に対しても丁寧

な対応など他にもたくさんあげられ

ます。  

特に民間になると、どのような保

育に進められるかも民間に託される

ためわかりません。（東京都でも規

制緩和をするなどと言っていますが、

それは待機児童をただ書面上なくす

ための狭小スペースに児童を詰め込

むための方策だと思っています。）  

福祉は誰か個人的なものではなく住

民が気持ちよく暮らせるためのもの

です。子供は社会が育てるものだと

思うので公に任せたいです。  

本当に民間保育園にすることが志

木市のためなのでしょうか。  

24  

館 保 育 園 が 施 設 改 修 を 行 い 、 継 続

が 示 さ れ た こ と に 安堵 し た が 、 民 間

に 移 行 と い う こ と につ い て は 理 解 し

難 く 、 現 状 ど お り 市立 館 保 育 園 と し

ての運営を強く希望します。  

「 １ ．（ １ ） 保 育 の あ り 方 の 視 点 」

の 内 容 は こ の と お りで す 。 つ ま り 、

公 営 ・ 民 営 に 共 通 して 云 え る こ と で

あ り 、 民 間 へ の 移 行す る こ と と の 差

異はないと思います。  

「 １ ．（ ２ ） 公 共 施 設 マ ネ ジ メ ン ト

の 視 点 」 に 示 さ れ てい る 老 朽 化 に よ

る 維 持 補 修 費 の 増 大云 々 ・ ・ ・ は 、

施 設 を 改 修 す る の であ る か ら 該 当 し

ま せ ん 。（ 改 修 後 の 維 持 管 理 と は 無

関係です。）  

以 上 の こ と か ら 、 民営 化 の 目 的 は 再

開 後 の 運 営 コ ス ト ＝市 の 財 政 負 担 軽

減 に 尽 き る と 思 い ます 。 財 政 負 担 は

重 要 課 題 で す が 、 民営 化 方 針 は 余 り

に も 拙 速 な 判 断 だ と思 い ま す 。 館 保

育 園 が 民 営 化 さ れ れば 平 成 ２ ４ 年 度



- 29 - 

ま で の 公 立 保 育 園 は６ 園 → ３ 園 に 半

減 す る こ と に な り ます 。 志 木 市 の 保

育 事 業 の 取 り 組 み 姿勢 を 疑 わ れ 兼 ね

ない大変残念なことです。  

保 育 園 事 情 が 社 会 問 題 化 し 多 く の

行 政 が 苦 慮 し て い る状 況 下 で 、 財 政

負 担 を 理 由 に 公 立 保育 園 を 減 ら す の

は 、 市 の 保 育 事 業 軽 視 と 思 わ れ 市

民 ・ 一 般 社 会 が ど のよ う に 受 け 止 め

る で し ょ う か ？ 民 営化 は 志 木 市 離 れ

を 助 長 ？ と か 、 志 木市 居 住 を 敬 遠 す

る の で は ？ と 懸 念 する 声 も 聞 か れ ま

す。  

平 成 １ ２ 年 度 に Ｉ Ｓ Ｏ １ ４ ０ ０ １

の 認 証 取 得 を し た 志木 市 。 そ の 推 進

過 程 に 於 い て は 環 境分 野 の み に 留 ま

ら ず 、 行 政 の 縦 割 組織 の 枠 を 越 え て

改善活動が展開されてきた筈です。  

こうした中で公立保育園の運用コス

トの見直し・低減・捻出の努力によ

り、歴史と価値のある「市立館保育

園」の存続を切望します。そして未

来ある子供たち・家族が希望を持て

る支援を望みます。保護者、近隣住

民等の関係者との十分な協議を是非、

行っていただきたくお願いします。  

25  
館 保 育 園 は 公 立 で 進 め る こ と を 望

みます。  

26  

館 保 育 園 の 民 営 化 に 反 対 で す 。

「 民 間 の ノ ウ ハ ウ 」と は 何 で す か 。

商 売 知 識 で す か 。 館保 育 園 の 先 生 方

が し て こ ら れ た こ れ ま で の 地 域 の

方 々 と の 交 流 、 季 節に 応 じ た 伝 統 や

自 然 を ふ ま え た 体 験生 活 を ご 存 知 な

の で す か 、 役 所 の 人達 は 。 早 朝 や 夕

刻 の 延 長 保 育 、 土 曜の 保 育 な ど 、 父

母 の 会 が 園 や 市 と 交渉 し て 現 在 の 運

営 と な っ て い る こ と を ご 存 知 で す

か 。 財 政 調 整 基 金 を利 用 し 、 公 立 と

しての存続を求めます。  
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27 

さ て 、 市 立 館 保 育 園 に つ い て の パ

ブ リ ッ ク コ メ ン ト とさ せ て い た だ き

たく、ご送付申し上げます。  

市 立 館 保 育 園 は 、 市内 で も 長 い 歴 史

を も つ 重 要 な 施 設 です 。 こ こ で 育 っ

た 子 供 た ち は 社 会 に羽 ば た き 、 や が

て 家 庭 を 持 ち 子 育 てに 取 り 組 む こ と

でしょう。  

志 木 市 に は 市 立 で 元 々 ６ 保 育 園 が

あ り ま し た 。 改 修 改築 な ど で 今 は 公

設 公 営 保 育 園 が 半 数に な ろ う と し て

おります。  

志 木 市 の 財 政 負 担 を 考 え る 場 合 、

民 間 事 業 と し て の 保育 園 を 誘 致 す る

ことは有望でしょう。  

そ れ も 、 数 年 前 に 児 童 福 祉 審 議 委

員 会 で （ 議 長 が 幼 稚園 の 経 営 者 で あ

り ま し た ） 民 設 民 営保 育 園 の 認 可 答

申 と な っ た 流 れ で あり 、 こ の 結 果 待

機 児 童 が 大 幅 に 減 少し 、 な お か つ 大

き な 産 業 誘 致 が 見 込め な い 面 積 の 小

さ な 志 木 市 の 生 き 残る 道 は 「 住 民 の

増 加 」 と い う 観 点 とも 合 致 し た も の

と な り 、 多 く の 若 く子 育 て 世 代 の 他

市 か ら の 移 住 を 惹 起し た と い う 結 果

につながります。  

当 時 の 子 育 て 支 援 課 殿 も 奮 闘 な さ

れたことと深く感謝しております。  

今 、 志 木 市 は 民 設 民営 保 育 園 が 多 く

な り 、 待 機 児 童 も やや 増 え て は お り

ま す が 、 安 定 傾 向 に あ る と 存 じ ま

す 。 し か し 、 こ の 路線 の 延 長 上 に あ

る も の が 見 え て き ませ ん 。 本 当 に 公

設 公 営 保 育 園 を な くし て い っ て い い

のでしょうか？  

館 保 育 園 で 子 育 て を お 願 い し て 来

た 父 母 は 多 数 お り ま す 。 本 町 、 柏

町 、 幸 町 、 館 と 四 町に ま た が る 大 き

な 地 域 を 形 成 し て おり ま す し 、 唯 一

保 育 園 に 保 護 者 の 会が あ る と こ ろ で

もあります。  
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こ の “ 父 母 の 会 ” は 歴 代 連 綿 と 続

い て お り ま し て 、 バー ベ キ ュ ー や 街

中 で 出 会 う 度 に 会 話が 成 立 す る 、 お

お き な コ ミ ュ ニ テ ィー を も 形 成 し て

おります。  

別 の 観 点 と し て 、 四 町 今 後 の 推 移

を 鑑 み た と こ ろ 、 幸町 は 区 画 整 理 に

依 り 徐 々 に 人 口 が 増え て い る で し ょ

う し 、 反 面 館 地 区 （志 木 ニ ュ ー タ ウ

ン ） で は 高 齢 化 が 進 ん で ま い り ま

す 。 こ の 館 地 区 に は、 子 供 世 代 の 回

帰 が 見 ら れ 、 今 後 は加 速 し て い く で

あ ろ う こ と は 想 像 に 難 く あ り ま せ

ん 。 い え 、 そ の 方 向に 持 っ て い か な

い と 、“ 老 街 ” に な っ て し ま う で し

ょう。  

ゆ え に 、 館 保 育 園 存 続 の ご 決 断 を

な さ れ た こ と は ま こと に 先 を 見 据 え

たものと、尊敬申し上げます。  

市 と し て 、 市 の 事 業 と し て 数 十 年

先 を 見 た 事 業 の 一 環と し て は 、 や は

り そ の 責 任 を 明 確 化す る 必 要 も あ る

で し ょ う し 、 行 政 でな け れ ば で き な

い こ と で も あ る と 考え ま す 。 今 の 段

階 で 民 営 化 へ 舵 を 切る こ と は い か が

なものでしょうか。  

つ き ま し て は 、 館 保 育 園 の 「 公 設

公 営 」 を 強 く 提 案 する 次 第 で あ り ま

す。  

勝 手 な 意 見 と は 存 じ ま す が 、 ご 検

討の糧になりましたら幸いです。  

28  

待機児童問題が深刻となっている

現状で、人気のある館保育園を民営

化にしてしまうのはとても惜しいと

思います。私自身、館保育園の卒園

生です。志木市内に保育所はここ数

年で増えてきていますが、館保育園

のような園児が園庭でのびのびと遊

ぶことのできる施設はほとんどあり

ません。民営化の保育施設での小さ

い子供の事故による事件を耳にする
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ことも少なくありません。  

私 に も う す ぐ １ 歳 に な る 娘 が い ま

す 。 来 年 度 か ら 働 きに 出 る 際 に は ぜ

ひ 信 頼 さ れ る 保 育 園で あ り 続 け て も

ら う た め に も 、 公 立の 保 育 園 と し て

維 持 し て く だ さ い ます よ う 、 お 願 い

します。  

29  

私は今年度 4 月より当園にお世話

に な っ てお り ます 。 1 歳 児 の 祖 母 で

ご ざ い ま す 。 こ れ まで と て も 良 い 保

育 園 に 入 園 さ せ て いた だ い た と 家 族

で喜んでおります。立地条件も良く、

園 の 育 児 方 針 、 先 生方 の 人 格 の 良 さ

な ど い ろ い ろ 聞 い てお り ま す 。 こ の

度 、 民 営 化 云 々 と 聞き ま し て 、 ど う

し て ？ と 不 思 議 に 思い ま し た 。 全 国

的 に 待 機 児 童 問 題 で悩 ん で い る 時 期

に 、 ま し て こ の 地 域は 住 宅 も 増 え 、

若 い 家 族 が 多 い 中 、こ の 平 和 を 崩 す

の で す か ？ お 金 で すか ？ 皆 、 真 面 目

に 働 き 税 金 を 納 め てい る の で す よ 。

地 方 自 治 体 は 全 て 国の 言 う 通 り に す

る の で す か ？ 昔 の 国鉄 、 電 々 公 社 の

民 営 化 と は 違 う の です よ 。 生 き た 人

間 を こ れ か ら の 日 本を 担 う 人 を 育 て

る 保 育 を 国 な り 自 治体 が 守 れ な く て

ど う す る の で す か ？雑 な 行 政 の 地 区

に は 住 む 人 も い な くな る で し ょ う 。

地 区 の 皆 さ ん が 守 ろう と し て い る 心

を 大 切 に し て く だ さい 。 皆 、 生 活 を

しているのです。生きているのです。 

30  

館 保 育 園 を 多 世 代 交 流 の 場 と す る

こ と 等 に は 賛 成 で すが 、 民 営 化 に は

反 対 し ま す 。 保 育 施設 で の 乳 幼 児 の

事 故 が マ ス コ ミ で もた び た び 報 道 さ

れ ま す が 民 営 化 さ れた 場 合 、 当 然 利

益 の 追 求 が 主 た る 目的 と な り 、 保 育

の 質 は 二 の 次 と さ れる で し ょ う 。 そ

し て 、 子 ど も 達 が 危険 に さ ら さ れ る

率 も 増 加 す る と 考 えら れ ま す 。 民 営

化 す れ ば 保 育 者 ・ 父母 へ の 柔 軟 な 対
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応 が 可 能 と あ り ま すが 、 そ れ は 公 立

の 場 合 で も で き る よう に 行 政 と し て

考えるべき事と思います。  

31  

公 立 保 育 園 の 民 営 化 に 反 対 で す 。

以 前 、 民 営 保 育 園 で働 い て い た こ と

が あ り ま す 。 民 営 保育 園 に も 民 営 な

り の 良 い と こ ろ は あり ま す が 、 娘 を

館 保 育 園 に 通 わ せ て思 っ た の は 、 先

生 た ち が 素 晴 ら し い事 で す 。 担 任 以

外 の 先 生 た ち も み んな で す 。 お 迎 え

に 行 く た び に 元 気 を も ら っ て い ま

す 。 ま た 、 自 分 の 仕事 ぶ り も 考 え さ

せ ら れ 、 も う 一 度 保育 士 に な り た い

と 思 う よ う に な っ てき ま し た 。 公 立

保 育 園 で 。 そ ん な 館保 育 園 が な く な

るのはさみしいです。  

32  

ニュータウンという地域にとって

も公立保育園が必要であると考え

る。ニュータウンの中には図書館や

小学校中学校全て揃っているのが特

色であり、高齢化しているこのニュ

ータウンの中に若い世帯を呼び戻す

には地域に根ざした公立保育園こそ

が必要なのである。  

33  

館保育園は現状の公立保育園とし

ての継続が望まれる  

○公立保育園は保育ニーズに対して

柔軟な対応をしている。（障がい

児保育の受け入れなど）  

○民間保育園での保育の質の低下の

懸念  

○民間では保育士の質の保障が難

しい  

○民間は人材の入れ替えが激しい  

○民間は利益優先である  

○民間では利用者の負担が増える

可能性がある  

○民間では利用者と方針が合わな

い場合は退園となる  

以 上 、 保 護 者 、 地 域住 民 か ら 信 頼 さ

れ て い る 館 保 育 園 は公 立 保 育 園 と し
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て 継 続 さ れ る べ き であ る 。 経 費 削 減

た め だ け の 目 的 で 、地 域 住 民 か ら 愛

さ れ 必 要 ニ ー ズ の 高い 館 保 育 園 を 民

営 化 し て い く こ と は、 市 民 サ ー ビ ス

の低下につながると考える。  

34  

子育て世代と話してみると、志木

市に限らず公立保育園への信頼はと

ても高いと感じます。私自身も、妊

娠をきっかけに実家がある志木ニュ

ータウンに戻ってきました。その際、

ニュータウンに公立保育園があった

ことは引っ越しを決断する理由の一

つでもありました。周りを見ると、

特に保育園家庭では「働きながら子

育てをするために実家近くに戻って

きた」という声を多く聞きます。  

「官から民へ」という時流には一

定理解できる部分もありますが、公

立保育園という貴重な財産、そして

子育て世代を呼び込めるアピールが

なくなるのは、志木市にとって大き

な損失と考えます。  

テレビや新聞などで、「保育士の

賃金が低く抑えられており離職率が

高い」という報道をよく目にします。

これは主に民営保育園のことだと考

えますが、保育士の離職率が高いと

いうことはベテランが育たない環境

だということであり、小さい子ども

を預ける環境としては安心できませ

ん。また、保育士が入れ代わり立ち

代わりの環境では信頼関係が結べず、

親子ともに不安を感じます。  

35  

保育事業は、民間事業者により運

営するものとする。  

⇒館保育園は民間保育園の拠点園と

し、公立保育園での運営を続けるべ

き。  

 志木市全体で民間保育園が多数増

えた中、各保育園での取り組みや温

度差のムラに対し、公立保育園 4 園
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が各エリアの代表となり現場での支

援をするべき。これは、家庭支援推

進保育、障害児保育、乳幼児保育、

アレルギー対応など専門性の高い分

野のノウハウ・実績、また関係機関

との連携の取りやすさに結びつきま

す。また子育て支援事業としても、

遊び場の提供、未入所子育て家庭へ

の相談支援に役立ちます。  

館地区は柳瀬川駅前という立地の

ため、周りには小規模保育園や民間

保育園が多々あり、宗岡地区と分け

た際に必ず必要となる保育園だと思

います。  

36  

館保育園の民営化については、全

く論理的な議論がなされていない。

館保育園の存続とのバーターとしか

考えられない。本来、志木市が財政

的に厳しく保育園の民営化を検討し

ているのであれば、それは志木市の

他の保育園も含め全ての保育園のう

ちどこを民営化するのかを議論すべ

きではないか。資料には全く納得の

いく理由がなかったと思う。  

それぞれの自治体がお金をかけて

保育士を雇い、公立保育園を運営す

る意味を今一度考えて欲しい。ま

た、それは一園だけ存在すればいい

のではなく、ある程度一定の地区ご

とに存在すべきと考える。  

37  

最も忘れてはならないのは、子供

は地域の宝であるということだ。つ

まり自治体が責任を持って地域で育

てていくことが必要であり、営利を

追求せずに、保育の質を守っていく

ことこそが自治体の役目なのではな

いかと考える。  

38  

公共施設マネジメントの視点から

だけでは、保育の行政、役割を放棄

するに等しいものです。  

行政の責任は、もっと重いので
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す。保育行政に、市場原理、財政対

策を持ち込む事は、危険です。  

ある意味で子供達、そして日本の

将来に影響を及ぼします。  

新たな視点からの発展で、全国的

にも注目されるような志木市独自の

保育行政をするぞとの気概をもって

いただきたい。  

39  

私は公立保育園の保育士として

３２年間勤務してきたものです。

（他市ですが）公立保育園として

の役割があり、市全体の子どもの

育成に関する（知識と経験を）問

題意識を持ち働く保育士・職員

が、この町の次代を担う子どもた

ちをより良い環境におけるんだと

思います。金銭面（財政面）だけ

ではなく、全体の子どもの育成環

境（祖父母も含めて、親子関係、

保育園に入所していない子も含め

て視野に入れていくこと、虐待等

への対応、地域の方々との交流

等）私立では及ばない範囲のとこ

ろも行政だからこそ責任を持って

追求していけるのではないでしょ

うか？国は公立から民間活力とし

て移行を促す政策になっています

が、子どもたちの健やかな成長で

きる環境は、公立だからこそ追求

していけると思います。ぜひ公立

として存続させていただきたいで

す。  

40  

公立保育園は経験豊富な職員が多

く、障害児保育も対応可能であり、

保育の質が高いと感じている。また

職員が母であることが多く、時とし

て育児の良き相談相手となってい

る。一方で民営保育園は経験も少な

く子育て経験のない若い職員が多く

見受けられる。民営化すると育児相

談の機会が無くなり、子育ての不満
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や不安を相談する機会が減ることに

不安を感じる。また民営保育園の若

い職員が、近隣の公園で保育中に保

育士同士のおしゃべりに興じている

姿を見たことも不安を大きくさせて

いる。さらに障害児保育はどうなる

のか、受け入れが減ってしまうので

はないかと疑問に思っている。  

41  

民営化された場合は、館保育園の

保育士は全員異動せざるを得ないと

思われるが、他の公立保育園に行く

とも限らないだろうと思われる。保

育士不足が叫ばれる中、ベテラン保

育士が働く場を失うのは大変もった

いないことである。  

近隣の民間の保育園には人件費削

減の為か、若手保育士が目立つが、

子供にとっても親にとっても若手か

らベテランまで幅広い層の保育士さ

んに関われることが必要なのではな

いかと考える。  

このように、民営化された場合に

園庭の確保や園庭開放などの地域交

流、ベテラン保育士の確保がどこま

で可能なのか疑問に感じる。  

42  

民 間 保 育 園 に な る こ と に 反 対 で

す 。 館 保 育 園 は 、 公立 保 育 園 と し て

残 し て ほ し い で す 。民 間 保 育 園 は 、

経 済 性 を 最 優 先 す るも の で あ く ま で

も 利 益 の 追 求 が 経 営の 中 心 で す 。 そ

の 結 果 、 コ ス ト 削 減に は し り 、 人 件

費 が 低 く 抑 え ら れ 、公 立 保 育 園 に 比

べ て 民 間 保 育 園 の 保育 士 の 待 遇 は よ

く あ り ま せ ん 。 全 国的 な 問 題 と し て

保 育 士 さ ん の 低 賃 金が 社 会 問 題 に な

っ て い ま す 。 保 育 の仕 事 は や り が い

が あ る の に 低 賃 金 で働 き た く な い と

い う 現 状 を 市 は 理 解し て い る で し ょ

うか。  

長 期 雇 用 の 保 育 士 以 外 に パ ー ト の

保 育 士 も 導 入 さ れ てい て 入 れ 替 わ り
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も激しくなっています。  

子 ど も た ち に と っ ても 心 理 的 ス ト レ

スなど負担が大きいです。  

民 間 保 育 園 に し た ら 保 育 の 質 は 低

下し、保育士の待遇も悪くなります。 

志木市は、民営化より保育士の待

遇改善にお金を使うことを考えてく

ださい。  

43  

今回の「基本方針」では「民間化

による事業の継続」をすることが基

本になっています。しかし、民営化

の中でさまざまな問題、とりわけ事

故などが多発しています。遺族の

方々が防止のための提言を提出する

ほどです。また蕨市などでは認可保

育所を昨年度３園、今年度２園、１

７年度に１園増設し、待機ゼロを目

指す自治体もあります。志木市の民

間保育園でも事故があったことを確

認しています。計画では「民間のノ

ウハウを活用し」とありますが、市

の保育行政の中で培った経験こそ生

かすべきではないでしょうか。  

44  

民間保育園の経営が悪化した場合

地域から撤退する恐れは大いにある

と思われる。  

45  

保育サービスの充実が求められて

いる、保育事業の継続は必須であ

る、との認識のもとで、なぜ民間に

よる運営という方向性に収れんする

のでしょうか。民営化は善であると

いう思い込みのもとで、いくつかの

市において、図書館の民営化がすす

められ、問題を引き起こしているの

はご存知でしょう。  

民間というのは、利益をあげるこ

とが事業の最終目的なんです。赤字

を出してまで民間は事業をやること

はありません。特別な場合を除いて。 

46  
館保育園は現状の継続が望まれる  

民間保育園は特色ある保育サービス
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が期待できるのであろうが、下記の

点が心配である。  

（１）特色ある行事があっても、そ

の行事に追われゆっくりした保育が

できない。  

（２）宣伝している保育内容が多く

て、どれも中途半端で中身が薄くな

る。  

（３）勤務経験が短い保育士が多

く、保育士の質が心配。  

（４）認可外の民間保育園は別とし

て、認可の民間保育園の保育料は公

立保育園と同じでも、経費負担が見

込まれる例・教材費等別途負担。  

意見の結論として  

民営化による館保育園の継続が決

定の様でありますが、民営化による

上記懸念部分が解消できる事を願う

次第であります。  

47  

認可保育園となった場合には保育

料は公立とかわらないだろうが、延

長保育の料金は民間保育園の方が高

くなる事は否めないだろう。特に 1

人親世帯や生活保護世帯は公立なら

ば延長料金が免除されるのに比べれ

ばかなりの負担になるはずだ。  

48  

（館保育園の方向性を定める基本方

針（素案）中の）  

１  保育事情と基本的な方向性   

公立保育園と民間保育園では方針が

違うと思います。義務教育（小中学

校）のように保護者が選択をするこ

とができるシステムであるべきと考

えます。  

（１）保育事業の継続は必須と考え

るのは当然です。  

３  保育事業を継続するための具体

的な手法  

（１）を第一に考えるのには納得で

きません。  

（４）成功している行政があります
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か。あれば市民に知らせてくださ

い。本市で何を具体的に目的と考え

ているのですか。「十分な協議」に

ついてだけでもお知らせください。  

４  民営化により期待できる効果  

（１）期待はできるのでしょうか。  

（２）民営化は保育士・職員の人件

費の負担と利益をふまえると保護者

負担が増えると考えます。  

私は高齢者なので納税額が微々た

るものなので健康保険・介護保険・

ゴミ・水道代を小さな工夫とガマン

で節税しています。その税金を子供

に使ってもらいたいと考えています。

無駄を省いて必要なことには有効に

使ってもらいたいです。  

49  

施

設

環

境

に

つ

い

て  

施設面で、なんといっても園庭で

す。外遊びの大切さ。それも清潔で

安心して遊べる庭が大切です。近く

の公園は公園で歩くことの大切さ。

利用しつつ、先生方の見守る中、異

年齢で自由に遊べる園庭は子どもた

ちにはなくてはならない施設です。

砂場・プールも同様です。 0 歳児は

隔離。保護者以外は入室禁止。兄弟

であっても入口で待つ。ですが民間

は通り道になっていたり心配です。

ルール・基本が甘い。（民間のノウ

ハウの活用とはなんでしょうか。）  

館保育 園民営 化の際 は、引き

続き園庭等を活 用し 、地域に根

ざした保育が継 続さ れるよう、

調整してまいります。  

○  

50  

館 保 育 園 は 広 い 園 庭 を 有 し て い る

こ と が 魅 力 の 一 つ であ る 。 現 在 あ る

公 立 園 の 中 で も 特 に広 い と 感 じ て い

る 。 そ の 公 立 園 の 魅力 を な く し て し

ま う の は も っ た い ない 。 こ の 広 い 園

庭 は 三 輪 車 や コ ン ビカ ー な ど の 運 動

遊 び が で き 、 遊 び の幅 が 増 え 、 心 身

の 発 育 に 非 常 に 良 い影 響 を 与 え て い

る 。 ま た 、 民 営 保 育園 に は 園 庭 が な

い 園 も あ り 、 代 わ りに 近 隣 の 公 園 へ

の 散 歩 を し て い る と聞 い て い る が 、

志 木 市 の 公 園 は 整 備が 行 き 届 い て お
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ら ず 、 館 保 育 園 の 園庭 の 同 等 な 代 替

え に は 程 遠 い と 感 じる 。 こ の 園 庭 の

問 題 は 民 営 化 や 転 園へ の 抵 抗 や 不 安

を感じる理由の一つでもある。  

51  

まず、子供にとって 1 番大切な遊

び 場 で あ る 園 庭 が ある こ と の メ リ ッ

ト は 大 き い 。 登 園 した 途 端 に 遊 べ る

う え 、 安 全 で 安 心 して 遊 べ る 場 で あ

る 。 園 庭 の な い 保 育園 で は 、 毎 日 散

歩 に 行 く が 、 行 き 帰り に 時 間 が か か

り 実 際 に 遊 ぶ 時 間 があ ま り 取 れ な い

のが現状であると聞く。  

52  

館 保 育 園 が 毎 週 の よ う に 行 っ て い

る 園 庭 開 放 だ が 、 私の よ う な 育 休 中

の 子 供 は 保 育 園 に は 入 っ て い な い

が 、 こ の 開 放 に 参 加す れ ば 園 児 た ち

と も 一 緒 に 遊 べ る ので 息 子 は と て も

楽 し ん で い た 。 私 自身 も 育 児 の 悩 み

を 保 育 士 さ ん に 聞 いて も ら い 救 わ れ

たことが何度もある。  

53  
こ の い い 環 境 を 民 間 で 活 か せ る 事

ができるのでしょうか。  

54  

業

者

に

つ

い

て  

民 営 化 の 場 合 、 民 間 事 業 者 の 概 要

（ 事 業 規 模 、 実 績 等） な ど が 全 く 分

か っ て い な い 状 況 は、 保 護 者 ・ 近 隣

住 民 に と っ て 大 変 不安 で す 。 こ の 民

営 化 案 の 理 解 を 得 るの は 極 め て 困 難

で あ る と 思 い ま す 。ま た 、 公 営 と の

運 用 ・ 管 理 の 差 異 も 心 配 の よ う で

す。  運営業 者につ きまし ては、市

で必要な条件等 を定 めた上で、

プロポーザル方 式等 によりもっ

とも適切な事業 者を 選定してい

く予定です。  

○  
55  

民 間 へ の 移 行 と い う こ と に な れ

ば 、 誰 が ど の よ う に決 め て い く の で

し ょ う か 。 ４ 号 棟 居住 者 と し て は 、

やはり気になるところです。  

56  

民営化するとしてもあの土地建物

を民間に賃貸しその収入を得るなど

の話が全くないが、無償で貸すわけ

ではないとすると、あの土地建物を

賃貸してまで保育事業を行いたい事

業者がいるのか甚だ疑問である。目

処は立っているのか？  
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57 

館

保

育

園

園

児

の

保

育

継

続

に

つ

い

て  

民営保育園は平成 32 年度を目途

に開始と素案には記載があるが、一

方現時点で館保育園は平成 30 年度

まで保育すると聞いている。空白の

1 年 (平成 31 年度の保育 )はどうする

のか。このことをこども家庭課に問

い合わせたところ、この 1 年を建物

の改修にあてる予定との回答であっ

た。改修に 1 年もかけるのは時間を

かけすぎだと考える。公立小の改

修・耐震工事ですら夏休み中の 1-2

カ月に実施したと聞いている。ブラ

ンクなく保育継続してほしい。また

工事の為に園舎が使用できない場合

にも仮園舎や小学校の一部を借りる

などで対応できるとの案が 8/4 の意

見交換会でも出ている。そのように

対応している他県他市もあるので参

考にしてほしい。  

館保育園入園時に「承諾書」のサ

インを求められ提出しているが、今

後の予定が未定段階で提出されたこ

の「承諾書」は無効であると考え

る。働く保護者には選択肢が少な

く、兄弟で別園に通わせたくない、

他に空きがない、これ以上仕事を休

めないなど色々な事情で納得できな

いままに入園している家庭もある。

そして、館保育園に入園したことで

転園したくても待機児童優先で転園

が叶わず、身動きがとれない立場に

立たせていることをよくよくご認識

いただきたい。そのことを踏まえ

て、現時点で入園している現 0 歳児

までは転園の心配なく同じ園で卒園

できる対応を切に願います。  

平成 31 年度におけ る館保育

園に通園する児 童の 保育につき

ましては、仮設 保育 園を整備す

る こ と で 保 育 を 継 続 で き る よ

う、調整を図ります。  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○  

58  

館保育園には、現在０歳児から５

歳児まで約９０名が在籍していま

す。閉園時にもほぼ同数の園児が在

籍していると予想されますが、保育

園が民営化される場合には全員が転
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園を余儀なくされ環境が激変しま

す。この変化は、毎日忙しい生活を

送る保育園家庭にとっては大変な負

担です。  

建て替えによる一時的な不便は仕

方ないとしても、なるべく環境を変

えない中で子どもたちが成長してい

ける配慮を望みます。  

59  

平成 32 年度から民間事業者によ

る運営が開始されると言うが、待機

児童が増える今 2 年間も工事に費や

すのはどうなのか？在園児も工事に

より、転園せざるを得ないのは精神

的負担が大きいだろう。何よりこれ

だけ保育園に園児を通わせたい親に

とってはあまりにも長い期間である。 

園児を受け入れながら建て替え工

事をする方法はないのかもう一度模

索する必要があると考える。近隣の

小学校では教室も余っているわけだ

し、一時的に園庭が使えなくてもプ

レハブ園舎と言う方法もあるだろ

う。公立ならばいろいろな建て替え

方法も検討できるのではないだろう

か。良い方法を専門家の意見を聞い

て進めていただきたい。  

60  

民間事業者による運営は、平成 32

年度をめどに開始する。  

⇒公立としては 30 年度までは変わ

らないとすると、現在の在園児への

対応について、話し合いの場を設け

て頂きたい。  

廃園に対しての保証はあるのか。

転園の場合は優先されるのか。希望

の園に入れるのか。平成 25 年度の

館保育園廃園についての決定連絡の

時から、市役所への信頼は失われて

おります。  

情報提示を徹底し、市民の声にし

っかり耳を傾けてほしい。  
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61 

今回、志木市より発表された基本

方針では民間による保育事業の継続

とありますが、現在の公立による保

育園は平成３１年３月末にていった

ん終了する、ということになってお

りこれについては特に言及はありま

せん。  

現在長男は２歳児クラスに在籍し

ており、現状のままですと、４歳児

クラス（年中）で終了することとな

ってしまいます。民間保育の開始は

平成 32 年度よりとなっていますの

で、平成３１年からの預かってもら

う保育園がなくなることになりま

す。  

現在の建物の改修等により保育園

を一旦閉園することとありますが、

民間保育の開始する平成３２年まで

公立での保育を継続していただくよ

うお願いをいたします。目的はあく

までも建物の改修であり、保育園の

閉園ではありません。建物が使えな

いのであれば園庭に仮園舎を建てた

り、志木第二、第四小学校の空き教

室、一部の敷地を借りるなどの対応

が可能です。他の自治体でもそのよ

うな事例があります。  

志木市をはじめ都市部を中心とす

る保育園不足、待機児童問題の状況

は深刻になっており、保育に欠ける

状況をつくってはならないと考えま

す。民間運営が開始する平成 32 年

までの間、館保育園の保育の２年間

継続を切に求めます。お願いいたし

ます。  

62  

館保育園父母の会の役員をしてお

りましたので、廃止決定からの経緯

は理解しております。今回の保育園

存続は大変喜ばしく感じております。 

また、公立ではなく、民営化によ

り保育園を存続させるとの基本方針
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の理由はよく分かりました。  

懸念としては、現在公立保育園とし

て運営していますが、民営化に移行

する時期（ 32 年度）の移行手順につ

いての具体的な言及がない部分です。 

例えば、入園児の募集は引き続き

行い、同時に民営事業者の選定と施

設の補修を行い、民営事業者に同意

した在園児はそのまま通園できるの

か？あるいは、園児の募集を 30 年

度で辞めて、一旦保育園を閉鎖して

補修等を行い空白の時期を設けてし

まうのか？（それだと 30 年度に入

園した園児はどうなるのか？）  

その辺の具体的な指針が示されな

いと、子供を新たに保育園に預ける

親は、どの保育園を第一希望にする

べきか困ってしまいます（転園等は

大変な労力ですので、可能な限り同

じ保育園に通わせたいのが親の希望

です）。よろしくご検討のほど、お

願い申し上げます。  

63  

民

営

化

後

の

対

応

に

つ

い

て  

ブランクなし転園なしでの保育存

続を願い、さらに民営移行にともな

う職員の変更にも配慮を希望しま

す。職員の変更は子供に影響があ

り、それ故しっかりとした引き継ぎ

が必要と考えます。そのため移行前

には最低でも 1 年の合同保育を行っ

ていただきたい。これも他県他市の

対応を参考にして欲しい  

市または国は民営保育園への移行

を進めているが、民営化して市が保

育にまったく関与しないとはならな

いでほしい。これまでの職員の経

験・知識を活かして民営保育園の質

を高める活動をして欲しい。市から

の指導や立ち入り等を行い、官民一

緒になって保育に関わっていただき

たい。  

民間保 育園へ の引き 継ぎをす

る際には、保育 環境 の変化によ

り影響を及ぼさ ない よう円滑な

引き継ぎに向け て民 間保育園と

の十分な調整を 図っ ていく予定

です。  

○  
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64 

財

政

に

つ

い

て  

少人数教育などに見られる志木市

独自の教育方針が全国的にも注目さ

れるなか、何故、小、中学校と同じ

ように、就学前児童の保護、教育に

行政が直接関与しようとせず、保育

事業の継続には財政面だけに力点が

置かれるのか。  

公立保 育園の 場合は 、原則と

して国や県から の補 助金が交付

されないため、 園児 一人あたり

の 運 営 コ ス ト が 高 く な り ま す

が 、 一 方 で 民 間 保 育 園 の 場 合

は 、 コ ス ト を 抑 え た 効 率 的 な

運 営 が 期 待 で き る 施 設 と な っ

ています。  

そ の た め 、 今 後 の 保 育 需 要

の 増 加 に 対 応 し て い く た め に

は 、 公 立 保 育 園 の 役 割 を 明 確

に し な が ら 、 民 間 保 育 園 の 整

備 を 進 め て い く 必 要 が あ り ま

す。  

民 間 保 育 園 と 公 立 保 育 園 の

金 額 の 違 い に つ い て は 、 保 育

園 運 営 に 本 市 が 支 出 し て い る

金 額 と な っ て お り 、 公 立 保 育

園 で あ れ ば 人 件 費 と 施 設 維 持

費等が、民間保育園であれば、

運 営 に 必 要 な 補 助 費 等 が 含 ま

れております。  

○  

65  

閉園の理由の一つとして一般財源

の負担が大きいとのことだが、そも

そも一般財源を増やす努力はしてい

るのか。公共施設の維持とその費用

について説明があり、利用料の引き

上げ等がその対策と聞いているが、

無償貸出ししている公共施設はたく

さんあるように見受けられる。また

市役所の新庁舎建設を予定している

が、素案では 70 億程度の建設費が

かかるとのことだが、その費用を少

しでも抑え公立保育園の存続に予算

をあてないのか  

66  

公立保育園になると、民間保育園

と比べて経費にかかる市からの一般

財源支出が 3 倍かかるとの資料があ

りますが、その部分の国費や県費助

成の増額を他の市町村と一緒に要求

して勝ち取っていく、というのが本

来の方向性ではありませんか。保育

環境の充実・強化がこれだけ強く打

ち出されている今こそ、助成獲得の

絶好の機会ではありませんか。  

67  

園庭も小さくなる恐れもあり、な

によりベテラン先生が採用されなく

なる、または、給料の低下により離

れていく可能性が高いと思います。  

経験豊かな先生方がおられなくなる

のはとても残念なことで、財政事情

だけで公立保育士が削減対象になる

のはいかがなものかと思います。志

木市の発展のためにもまず福祉から

財政を見直すのはやめてもっと違う

ところから削減していただきたい。  
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68 

保育はそもそも「業者」に任せる

ことではないのではないでしょう

か。市の資料には、ひとり当たりの

園児に掛るコストの比較表がありま

すが、それによると民間と市立では

約 20 数万円の差があり、民間の方

が安いことになっている。これは何

を意味するのでしょうか。民間の方

が低額であり、そのしわ寄せは保育

士さんの給料に及ぶでしょう。また

民間の「特色を活かした保育」は

「保育サービス充実」に結びつくと

は限らず、容易にレベルの低下に結

びかねません。  

69  

素案の中で「参考：園児一人あた

りのかかるコスト」の表が載ってい

ますが、民間保育園は１５０万円

位。公立保育園は１７５万円位。２

５万円位民間が安い、この差はなぜ

でしょう？子どもたちにとって、サ

ービスが悪くなるということ？もし

くは、この民間１５０万円の横に何

万円かの民間事業者の負担金がつく

ということ？この表だけでは理解し

にくいのですが。  

市民の大切な乳幼児の命を預か

る、命を守り、育てるということの

重み、財政やお金の問題でかたづけ

ていいのでしょうか。命を預かる園

長先生や保育士さん達は大変なので

す。公立にしても民間にしても、お

金や数字で図ってほしくないです。  

70  

丸井の誘致に出す金はあっても市

立保育園を運営していく為に出す金

すらないのかと周囲でも反対意見が

多い。  

71   

財政調整基金に２０億円以上とい

うのは本当ですか？内部留保として

必要かもしれませんが、有効に使っ

てほしいです。  

本市の財政調整基金残高は、

平成２８年９月末現在で２３億

円となっております。  

基金残高２３億円の使い道と

いたしましては、突発的な災害
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等が発生した場合の緊急対応に

必要と考えられる経費としてお

よそ１０億円、加えて、翌年度

の当初予算編成における歳入・

歳出の不均衡を調整するために、

基金から一般会計へ取り崩す経

費として必要な額をおよそ１３

億円と試算しております。  

今後におきましても、市の財

政運営を行っていく上での貴重

な財源として、有効に活用して

まいります。  

（担当：財政課）  

 

△  

72  

情

報

公

開

に

つ

い

て  

これまで館保育園の在り方の検討

や寄せられた意見について何一つ公

開されていない。個別に問い合わせ

をしても「予定未定」であることの

回答が得られただけだった。今後は

決まったことや話し合われた議事は

全てホームページ上などで公開し、

誰でも情報が得られるようにしてほ

しい。また今後の対応について Q＆

A などの形で疑問に答え、説明いた

だきたい。こちらも他県他市を参考

にしていただきたい。特に熊本県宇

城市のものがわかりやすかったので

同様の資料の作成と公開を望みます。 

本市の 情報公 開につ いては、

志木市情報公開 条例 に基づき実

施しているとこ ろで あります。

今後につきまし ても 、個人情報

等に配慮しつつ 、同 条例に基づ

き対応してまいります。  

 

 

△  

73  

3 年前に閉園を発表し、保護者や

地域住民から反対の声が多数あった

と思う。また今後の事について質問

し再三回答を求めていたが、この 3

年間具体的な説明がなかった。この

ことについて説明をしてほしい。ま

た 3 年前は館保育園在園保護者を対

象に閉園の話をしているが、その当

時の説明もその後行われた意見交換

の議事も公式に発表されていない為、

2014 年に転入してきた自分として

はこれまで説明を受ける機会が無か

った。本件は在園保護者だけの問題

ではないことをご認識頂きたい。  
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74 

今の案も当初案に比べればまだま

しですが、行政担当者としてあまり

に発想が貧困だと思いませんか。市

民や保護者の意見などをどんどん聞

く機会を設けて、より市民の立場に

沿った市行政をすすめていただきた

いと切望します。市民は税金を払っ

ている当事者なんですから。  

75  

借

地

に

つ

い

て  

西原保育園の土地は借地、一方館

保育園の土地は市有であると聞いて

いる。借地は地権者の事情により使

用できなくなることはないのか。市

有の土地にこそ公立保育園を存続さ

せるべきではないかと考える。  

 

民間所 有地で の保育 園の運営

については、長 期間 の賃貸借契

約を締結するこ とに より、安定

的な事業運営が でき ていると考

えています。  

△  

76  

保

育

ス

テ

ー

シ

ョ

ン

に

つ

い

て 

以前アンケートを取った保育ステ

ーションについての進捗はどうなっ

ているのか。  保育ス テーシ ョン事 業につき

ましては、現在 、他 市町村の運

営方法等を参考 に、 本市に合っ

た運営を検討しております。  

△  

77  

志
木
市
の
保
育
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て 

病児を受け入れる保育をはじめて

ほしい。  夜の 9 時や 10 時にも子ど

もを迎えにいける保育時間にしてほ

しい。  夜の 8 時から翌朝の 7 時ま

であずけられる保育時間の保育所に

してほしい。  交代制 24 時間の保育

所にしてほしい。  もちろん病気に

なってしまった子どもを受け入れて

ほしい。  親と子どもと 1 泊は宿泊

できる態勢も必要です。  

保育サ ービス の拡充 につきま

しては、市民ニ ーズ 等の把握に

努めながら、総 合的 に判断して

まいります。  

△  

78  

民営でも公立（できれば公立が望

ましい）でもよいので、日曜保育を

お願いしたい。現在志木市には日曜

保育をしている施設がなく困ってい

ます。学童保育を含む日曜保育がで

きる施設にしてほしいと思います

（できれば今すぐ初めてほしいで

す）。館保育園なら駅からも近いた
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め、利用者も多いのではと思いま

す。新座市のように市内の保育園に

通っていれば、利用できるという形

にしていただけると嬉しいです。  

79  

保

育

園

の

増

設

に

つ

い

て  

いま重要なことは、「国の子ども・

子育て新制度」がはじめられてから

２年を経過しますが、保育のかかえ

る問題解決に至っていないだけでな

く、むしろ悪化していることが重要

ではないでしょうか。確かに、国の

保育行政が、自治体にとっては厳し

いものがあることは知っています。

しかし、未来ある子どもたちを健全

に育てていくために、①認可保育所

の増設、②保育士さんの処遇の改善

をめざし根本的な「計画」を作成し

ていただくことを申し述べ意見とさ

せていただきます。  

本市で は、保 育サー ビスを含

めた子育て施策 の充 実を計画的

に 推 進 す る た め 、 志 木 市 子 ど

も・子育て支援 事業 計画を平成

２ ７ 年 ３ 月 に 策 定 し て お り ま

す。今後につき まし ても、これ

に基づき、子育 て施 策の充実を

計画的に図ってまいります。  

 

△  

80  

地

域

と

の

連

携

関

わ

り

に

つ

い

て  

館保育園であるような「遊ぼう

会」、民間になってもできるのでし

ょうか。  

地域、町内会としても情報を共有

し、市を中心に共に連携した関わり

ができる。  

近くの小、中学校や図書館等との連

携や、地域ボランティアの活動もス

ムーズにできる。  

公立の施設ということで、住民とし

て訪ねやすく、関わりやすい。  

条件として、今までのように地域の

乳幼児が集える遊ぼう会や、中学校

の体験学習受け入れ、図書館の読み

聞かせ、小学校や町内会等の連携が

なくならないようにしてほしいで

す。  

民間保育園となっても、もし近隣

の施設や住民からの受け入れ態勢が

難しく、孤立的な存在になっては、

お互いいい関わりができません。防

災や防犯の視点からも、今までのよ

うな市や町内会で見守っているよ、

地域と の連携 や関わ りにつき

ましては、民間 保育 園を選定す

る 際 の 評 価 項 目 の ひ と つ に 掲

げ、もっとも適 切な 事 業者を選

定していく予定 です 。地域との

連携が図られた 保育 事業が継続

できるよう努めてまいります。  

△  
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という温かい関わりができるような

運営をお願いしたいです。  

81  

公

園

に

つ

い

て  

市は保育園の整備だけではなく、

公園整備もしっかりと行っていただ

きたい。安全であるという意味の整

備のみならず、魅力ある遊具の設置

もして欲しい。最近で言えば「ひば

り児童公園」が 1-2 年前に新しい遊

具になったが、以前あったアスレチ

ックのような遊具から簡素な滑り台

一つになってしまい、非常にがっか

りしている。新しい遊具はあまり魅

力が無く子供達も遊ばなくなった。  

本市では、都市公園安心・安

全化計画に基づ き、 都市公園の

改修工事を進め てお ります。な

お 、 公 園 の 大 規 模 改 修 の 際 に

は、町内会など 地域 住民の皆様

のご意見を伺い なが ら進めてお

ります。  

（担当：都市計画課）  

△  

82  

広

報

に

つ

い

て  

志木市の広報を今年からカラーに

したのはなぜですか？見栄えが良い

けれどそこはあらたに予算を組んだ

のではないですか？余計なものを削

って是非福祉を志木市から取り上げ

ないでください。  

本 市 で は 、 市 民 の 皆 様 に よ

り 伝 わ る 広 報 を 目 指 し 、 愛 さ

れ 、 手 に と っ て 読 ん で い た だ

け る よ う 広 報 紙 の 一 部 カ ラ ー

化を行いました。                                                       

な お 、 実 施 に あ た っ て は 、

有 料 広 告 枠 数 を 増 加 さ せ る と

と も に 、 綴 じ 穴 を 廃 止 す る

等 、 費 用 増 加 の 抑 制 を 図 り 実

施しております。  

（担当：秘書広報課）  

△  

83  

防

災

に

つ

い

て  

館保育園を改修する際、耐震性にし

て乳幼児や妊婦さんの避難所にして

ほしい。福祉センターも避難所にな

っているが、高齢者や病気の方々と

乳幼児が一緒というのは、お母さん

方が気を遣われ、お互いが落ち着か

ないと思います。避難場所の２小、

４小の隣だし、トイレや備蓄も子ど

も専用です。  

本市で は、災 害時に 最初に開

設する避難所と して 、市内の８

小学校を指定しております。  

この避 難所が 使用で きなかっ

た場合や、多く の方 が避難し、

収容しきれなか った 場合には、

中学校などの公 共施 設を補助避

難所として、ま た、 避難所での

生活が難しい要 配慮 者に は、福

祉避難所として 、福 祉センター

及び第二福祉セ ンタ ーを指定し

ております。  

館保育園を避難 所と して使用す

ることにつきま して は、公設・

民 設 の 運 営 形 態 の 動 向 や 、 職

員、備蓄品の配 置な ど、検証す

る事項も多いこ とか ら、本市の

△  
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防災活動の基本 であ る志木市地

域防災計画の見 直し の中で、総

合的に判断してまいります。  

（担当：防災危機管理課）  
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 志木市水道ビジョンの素案  

 

１  意見公募期間  

  平成２９年２月１日（水）～３月２日（木）  

 

２  素案公表場所  

  市ホームページ、担当課（政策推進課）、柳瀬川駅前出張所、  

志木駅前出張所、いろは遊学館、柳瀬川図書館、いろは遊学館図書館、  

宗岡公民館、宗岡第二公民館  

 

３  意見公募状況  

 

人   数  
意  見  件  数  

個  人  団  体  

０人  ０人  ０件  

 

区         分  

◎  意見を反映し、修正・加除（一部を含む）を行ったもの  

○  原案のとおりとするもの  

△  その他（素案に直接関連のない内容等）  

 

公  募  意  見  概  要  公募意見に対する市の考え方  区分  

意見なし  ―  ―  
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都市機能誘導区域に係る志木市立地適正化計画の素案  

 

１  意見公募期間  

  平成２９年２月２１日（火）～３月２２日（水）  

 

２  素案公表場所  

  市ホームページ、担当課（政策推進課）、柳瀬川駅前出張所、  

志木駅前出張所、いろは遊学館、柳瀬川図書館、いろは遊学館図書館、  

宗岡公民館、宗岡第二公民館  

 

３  意見公募状況  

人   数  
意  見  件  数  

個  人  団  体  

０人  ０人  ０件  

 

区         分  

◎  意見を反映し、修正・加除（一部を含む）を行ったもの  

○  原案のとおりとするもの  

△  その他（素案に直接関連のない内容等）  

 

公  募  意  見  概  要  公募意見に対する市の考え方  区分  

意見なし  ―  ―  

 


